
自

至

区 分 番 号 適 用 額租 税 特 別 措 置 法 の 条 項

第 条 第 項 第 号

第 条 第 項 第 号

第 条 第 項 第 号

第 条 第 項 第 号

第 条 第 項 第 号

第 条 第 項 第 号

第 条 第 項 第 号

第 条 第 項 第 号

第 条 第 項 第 号

第 条 第 項 第 号

第 条 第 項 第 号

第 条 第 項 第 号

第 条 第 項 第 号

第 条 第 項 第 号

第 条 第 項 第 号

第 条 第 項 第 号

第 条 第 項 第 号

第 条 第 項 第 号

第 条 第 項 第 号

第 条 第 項 第 号

十億 百万 千 円

（当初提出分 ・ 再提出分）

年 月 日

年 月 日平成
令和

平成
令和
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で
く
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当
該
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す
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、
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す
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の
で
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す
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の
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別
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に
つ
い
て
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し
て
く
だ
さ
い
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Ｏ
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入
力
用
（
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の
用
紙
は
機
械
で
読
み
取
り
ま
す
。
折
っ
た
り
汚
し
た
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し
な
い
で
く
だ
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い
。）

5.4

整 理 番 号

枚目枚提 出 枚 数

事 業 種 目 業種番号

期 末 現 在 の
資本金の額又は
出 資 金 の 額

兆 十億 百万 千 円

年 月 日令和

納 税 地

法 人 名

（フリガナ）

電話（ ） －

提出年月日

事業年度分の適用額明細書
令和 年 月 日

収受印

税務署長殿

別記様式

所得金額又は
欠 損 金 額

十億 百万 千 円

うち

法 人 番 号 ※

税
務
署
処
理
欄



適 用 額 明 細 書 の 記 載 要 領

１　この適用額明細書は、法人税申告書を提出する法人で、その法人税申告書に係る平成23年
４月１日以後に終了する事業年度において、法人税関係特別措置のうち税額又は所得の金額
を減少させる規定その他一定の規定の適用を受けようとする場合に、その法人税申告書に添
付して提出するものです（租特透明化法３）。
２　この明細書は、提出の都度、１通（調査課所管法人の場合は２通）作成して提出してくだ
さい。
３　この明細書の各欄の記載は、次によります。
 （1）「整理番号」欄､「期末現在の資本金の額又は出資金の額」欄及び「所得金額又は欠損
金額」欄は、法人税確定申告書に記載した該当項目の金額又は数字を移記してください。

 （2）「提出枚数」欄には、提出する適用額明細書の総枚数及び当該明細書がそのうち何枚目
に当たるかを記載してください。

 （3）「事業種目」欄には、法人の行う主たる事業の属する業種について、租特透明化法施行
規則に掲げる表の「事業種目」欄に掲げる事業種目を記載し､「業種番号」欄は当該事業
種目に対応した同表の「業種番号」欄に掲げる番号を記載してください。

 （4）「租税特別措置法の条項」欄には、法人が適用を受ける法人税関係特別措置について、
租特透明化法施行規則に掲げる表の「租税特別措置法の条項」欄に掲げる条項を記載し、
「区分番号」欄は当該条項の区分に応じ同表の「区分番号」欄に掲げる番号を､「適用額｣
欄には当該条項の区分に応じ同表の「適用額」欄に掲げる金額をそれぞれ記載してくだ
さい。

 （5）「法人番号」欄は、平成28年１月１日以後開始する事業年度から記載してください。
 （6）「※」欄は、記載しないでください。
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